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はじめに

20世紀後半のヨーロッパにおいて，増加する移
動性は多くの人口構成を変化させている。増大する
移民がこうした人口構成を再形成し始めてから，多
くの国は有権者の変わりゆく性質に対処せざるを得
なくなっている。同時に，国民の関心＝利害が多様
化する国家は，国際的協同の名の下に移民に対する
共通の政策を模倣・模索している。しかし，移民
に関する政策がより国際的な決定事項になる一方
で，市民権の問題はいまだ個々の国家の問題である。
国家権力の他の側面は減少しているがゆえに，ロ
ジャース・ブルーベイカーが「ヨーロッパの状況下
では，市民権は最後の主権的要素として突出してい
る」1）と記している。市民権は誰が特定の国家の成
員となれて，誰がなれないのかを定義する場合に重
要である。それはアイデンティティの政治学，そし
て国民における成員の考え方と結び付いている。
今日のヨーロッパにおいて，毎年，その国境線を
越えてやってくる多くの流入を受け入れている国々
であるという点において似通っているフランスとド
イツは，それぞれの人口を定義するあり方において
顕著な違いを現わしている。これら2つの国におけ
る市民法はヨーロッパにおける立法の規範から最も
明白に異なっており，それらはほぼ対極にあると
いってよい。この差異は国家に関わるものとしての
国民の理解のための，また外国人を国民という共同
体にいかに組み込むかという方法を理解するための
別個の戦略を強調している。本稿において筆者は，
市民権を特別に強調することによって，国民国家形
成の政治的決定のいくばくかを考察するために，そ
して国家がその市民をそうであるように定義するの
はなぜかということを考察するために，フランスと
ドイツの事例を用いている。筆者はまた，フランス

とドイツにおける移民を単なる経済的問題としてで
はなく，文化とアイデンティティの概念における国
民的差異を反映した，極めて政治的で文化的な問題
としてもみることにする。筆者は，国民アイデンティ
ティの問題に対する個別の接近法を担っているキー
ワードとして，ドイツにおける文化（Kultur）およ
びフランスにおける文明（civilisation）に焦点を当
てる。これらの概念が重要なのは，市民法が発展し
ていく際にこれらが国民的特徴を体現するようにな
るからである。最後に，筆者はヨーロッパ的統合の
考え方と，その実現において立ち現われる問題につ
いて簡単に触れることにする。移民が多くのヨー
ロッパ国家において新たな多民族人口を創造すると
述べることとは矛盾して，その「国民的特徴」を見出
そうと努力することは，移民に関する政策をフラン
スとドイツの意思決定者が作成する際に，国民レベ
ルで文化を探求するのに役立ち，外国人嫌いがます
ますあからさまになる。

フランスとドイツにおける「市民権」

市民権の発展
全ての近代国家は市民を有している。市民権と

はその国家の成員であるか成員ではないかを定義す
ることであり，特定の権利と義務を手にすることが
できるか否かにかかわっている。市民権の定義は特
定の領土における単なる居住を越えて拡張し，領土
の外部で生活する人に対してのその状態が維持され
る。その「越境市民」は外国人を排除し，通常一人の
「国民」と見なされ，同じ国家への単なる帰属以上に，
同一化のより結合力のある，感情的な統一体である。
市民権はよって，ある法的状態以上のものであり，
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その上主要な社会的・文化的状態でもある2）。
フランスとドイツは，その市民を判定するのに全
く異なった基準を有している。フランスとドイツの
市民法における主要な差異は，出生の重要性とその
領土における居住期間である。フランスにおいて，
市民権は，フランスで出生した者，人生のほとんど
の時期をフランスに居住している者，そして外国人
の両親を持ちながらもフランスで生まれた人の大部
分に帰属している。フランスとドイツは，残りの大
陸ヨーロッパと同様に，「血統主義」，あるいは市民
権は市民の子どもに帰属するという原則に従ってい
る3）。この原則を共有する一方で，フランス式システ
ムに対する「出生地主義」の原則や出生地に基づく帰
属の追加は対極的な状況に帰結している。フランス
の市民法は本質的な領土的要素を有し，一方でドイ
ツの市民法は全く持たない4）。「出生地主義」のフラン
ス的要素は，少なくとも片親がフランス生まれ（独立
を果たす前のアルジェリアや他の旧植民地を含む）の
子どもが生まれながらにしてフランス市民となるこ
とを保証している5）。過去5年間をフランスで過ごし，
犯罪記録を持たない場合，18歳までに外国人の両親
を持つすべての子どもは市民権を獲得する。
ドイツにおいて，市民権に関する考え方は排他的
に「血統主義」に基づいている。ドイツで生まれ長
い居住期間があっても，外国人の子どもは市民権
を得られず，第二世代，第三世代の移民であっても
同様である。なぜなら，自動的な市民への編入と
いう仕組みは存在しないからである。こうした移
民はその代わりに帰化の過程を経なければならな
い。記しておくべき興味深い点は，ドイツ市民は民
族的ドイツ人，すなわちドイツ連邦共和国は，ドイ
ツの東西分割がなされなかったとしても，常にドイ
ツ民主共和国をその市民として含んでいることであ
る。このことは，国家という政治的枠組みの外側で
ドイツの国籍の考え方を反映している。大ドイツ
（Großdeutschland）という抽象概念がイデオロギー
的にいまだ一つの誓約となっているように，国民-
国家は小ドイツ（Kleindeutschland）の考え方の周
りで形成されているにもかかわらず，市民法や移民
政策，民族的ドイツ人のドイツへの編入を通してみ
られているのである6）。

市民権と国民国家の登場

近代的市民権はまだ200年の歴史しか持っていな
い。それは，フランス革命とナポレオン戦争後のフ

ランスで生まれる。この頃は，立憲国家が形成され
るようになり，ナショナリズムが一つの社会運動と
して始まる時期である。フランス革命は，市民権と
近代国民国家の制度化という双方の発展にとって重
要な役割を果たした。それは，法的に平等な個人か
ら構成され，国家に対して直接的な関係を持つ国民，
すなわち「一にして不可分（une et indivisible）」を作
り出した。それは公式の市民の画定を創造し，外国
人と市民の間に法的，およびイデオロギー的区別
を制度化した。1789年の8月26日の人権宣言第三条
は，国民はいなかる主権の原則も有すると宣言して
おり，1791年憲法は定義として，「主権は単一，不
可分で･･･それは国民に帰属する」（第三篇第一条）
と記している。政治的権限は「国民化」されたが，憲
法の枠組み以上のことを意味するようになった。「国
王の」もの全ては「国民の」ものとなり，国民議会，
国民憲兵隊，国民護衛隊，国民軍，国民教育，国土，
そして国債。シィエス（Sieyès）は『第三身分とは何
か？（Qu'est-ce que c’est le tiers état?）』で国民を
「共通の法律の下で生きている者たちを同じ立法機
関によって代表される者とを結びつける集合体」8）

として定義している。この定義は高度に政治的であ
り，1694年の『アカデミー辞典（Dictionnaire de ｌ’
Académie）』で与えられたより以前の定義を反映し
ている。そこでは，国民が「同じ法律の下に生き，
同じ言語を使用する，同じ国家，同じ国に住む全て
の者」によって構成されている。一般的に，フラン
スの見方は，国籍に対する市民権の支配，国籍の文
化的考え方に対する政治的考え方の支配を主張する
ものであった。

1791年から93年にかけての領土獲得は，民族自
決の原則の名において正当化された。「自民族」とは
集合的であり，18世紀に特徴的なコスモポリタン
的，合理主義的用語のなかで受容された。フランス
革命の基本的考え方―自由の獲得―はフランス
への編入を意味していた。言い換えれば，文化的意
味において，差異は政治的領域から排除される。同
時に，同化という恣意的な政策が意図され，成員と
いう政治的考え方と国家は余所者を市民へと変える
ことができるという信念を反映していた9）。
まとめれば，フランスには国家の成員と国民共同体

の成員との間に密接な結びつきが存在する。市民権は，
誰がフランス国家に所属するのかだけでなく，誰がフ
ランス国民に属するのかを定義するのに重要である。
ドイツの市民権のイデオロギーはフランスとは

違った形で発展した。ドイツという国民国家は存在
せず，1871年まで国民市民権に対する政治的枠組
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みは存在しなかった。フランスにおける革命のよう
には，ドイツ人を終結するような核となる出来事が
歴史上存在しなかった。ドイツが一つの国民国家と
なる以前，その人民はそれ以外の多様な政治的制度
によって統治されていた。規模の小さなところでは，
都市国家や司教区，小さな公国などが，大きなとこ
ろでは，多国家的王朝が存在した。プロシア従属民
（ドイツ市民ではなく）の国家を成文化するような法
律の形で国家成員の最初の形式的な成文化がなさ
れるのは1842年になってようやくのことであった。
1791年のフランス憲法のように，この法律は引き
続く市民権立法のモデルとなったであろう。その始
まりから国民のものであり，フランス国民の成員を
フランス国家の成員と同一視していたフランスの市
民法とは異なり，ドイツのナショナリズムとプロシ
ア（あるいは下位国民）の市民権は明白に区別された
地位にあった。19世紀半ばの市民権法はプロシア
におけるドイツの文化的国籍と他のドイツ諸国家と
を参照することなしに発展した10）。
ドイツにおける市民権が元々国民的ではなく，個
人がドイツ国民にもプロシア市民にもなりえるとい
う事実のゆえに，両者の間の区別は，いくぶん文化
的で，国家に対して何か優位になるもので，独立し
たものであるという国籍の理解を形成する助けと
なってきた。このことは，国民と国家を当初は混同
していたがゆえに，その発端から国民的であったフ
ランス市民権とは異なっている。フランスにおける
国民なるものは，国家の制度的，領域的枠組みから
分離し得ない政治的事実として理解されている。フ
ランスの文化的理解のこうした政治的で国家的な性
質は，移民をフランス人に変える市民権へと発展す
ることを許してきた。一方で，ドイツにおいて移民
に市民権を与えることに対する制約は，国民国家の
成員に関する文化的理解を反映している。
多くの者にとって，第一次世界大戦の終結と，ヴェ
ルサイユ条約の帰結は，ヨーロッパにおける民主主
義の始まりと国民国家の原則の確立を意味してい
る。民主的国民国家の背後にある原則は，全ての国
民が自身の国家の主権を有し，全ての成人市民が全
政治的権限を有するというものである。よって，一
つの国家とは誰がその市民であるのかという明確な
定義を必要とする。基本的な組織化の原則は，全て
の市民が等しく国民でなければならず，その国家の
政策は国家統一を強化するのに役立たねばならな
い，というものである。外国人に権利を与えるかど
うかの考えが議論されるまではその原則は成立しな
い。19世紀の終わりまでに，ごく一部の成員しか

全政治的権限を有しておらず（いわゆる裕福で教養
のある男性），外国人の投票権は議論の対象にもな
らなかった。同時に，外国人は市民権がかれらの
ものになるかどうかという問題になるまで長い期
間居住することはあまりなかった。しかしながら，
1920-1年と1929-31年の不景気の間，ほとんどの
ヨーロッパの国々は外国の競争相手から地元の労働
者を保護するために，労働と居住の許可制と厳しい
移民制限の制度を導入した。全市民に対する政治的，
社会的権利の拡張は，今日における市民と非市民と
の間の区別をより重要なものにしている。加えて，
第二次世界大戦の終結までに，社会福祉プログラム
は財と生活水準の分配に対してインパクトを与え始
めた。よって，先進福祉国家の市民となることは優
位であることになる。今日では，ある国に接近する
ことを制限する理由が存在する。福祉国家は外国人
移民に対して保護する何かを有するのである11）。
市民権と国籍の理解についてのフランスとドイツ

の間の違いは，こうした考えを記述するのに使用され
る語彙に即座に現れる。フランスでは，アメリカ英語
で似たような表現をするが，nationalitéやcitoyenneté
（国籍と市民権）は大まかな類義語である。citoyenneté
はより参加的含意を有し，nationalitéはより文化的な
意味合いであるが，両者は国家成員の法的な性質を意
味するために相互交換的に使用される。ドイツでは，
これらの言葉は全体的に別個のものである。形式的
な国家成員，あるいは参加的市民を意味するために，
ドイツ人は国家所属（Staatsangehörigkeit）あるいは
国家市民（Staatsbürgershaft）を用い，Nationalitätと
Volksgehörigkeitの語は国民成員のために用いられる。
フランス語の相互交換性は，国民なるものの政治的
定義と国家，国民，主権人民の考え方の混同を反映
している。ドイツ語においてみられる差異は，ドイ
ツにおける国家建設とナショナリズムの独立した道
筋を反映している12）。

文明と文化

ここまで，筆者はフランスとドイツにおける市民
権法の性質を簡単に考察してきた。筆者は以下のこ
とを示そうとしたつもりである。すなわちフランス
では，国民的市民と国家がドイツにおいてよりも密
接に結びついて発達してきた。ドイツでは，国家の
成員とドイツの文化的共同体の成員とは全く別物で
ある。ここで筆者は，こうした国民的差異を説明す
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ることから始め，なぜそうなのかという重要な問い
に答えようと思う。「国民アイデンティティ」を定義
することの困難さゆえに，なぜ国の政策がそのよう
なものとして喚起されたのかを明らかにするために，
フランス語とドイツ語における2つの重要な語―文
明（civilisation）と文化（Kultur）―についての歴史
家が行ってきたいくつかの研究を検討したい。
かつて，エミール・バンヴェニストは書いている。

「近代思想史全体および西洋世界における主要な知
的達成は，西欧言語の全てのに共通する数ダースの
基本的語彙の創造と扱いとに関連している」13）。レ
イモンド・ウィリアムズはこのようなキーワードに
ついてこういっている。「（それらの）意味の問題は，
（それらが）議論するために用いられる問題と不可分
に結びついているように，私には思われる」14）。こ
れらの言葉は国民の舞台において議論がなされるよ
うな時，政治的実践へと帰結する。これらの言葉の
2つが，文化15）であり，文明である。これらは根本
的にフランスとドイツの国民特性に関連している。
これらはどちらもほぼ同じ事柄を意味するべく，フ
ランス語とドイツ語に導入され，異なった方向への
道筋を通じて，人間存在の本質に関する異なった，
そして対極的でもある考え方を表現するようになっ
た。一方フランスでは，civilisationがフランス啓蒙
主義の原則によって定義されるような人間行動の理
念的状態を意味した。それは，その頃の数世紀にお
いて比較的国境線が変わらずに保たれていたという
そのアイデンティティと政治的安定性における人々
の信頼の見通しを反映していた。この信頼は，フラ
ンスがその国境を越え，ヨーロッパ外の多くの地域
を植民地化して拡張し，文明を持たない地域に対し
て文明を広めていくような様相を呈していた。
他方ドイツにおいては，Kulturはcivilisationの
考えおよびドイツの貴族社会が有していたフランス
啓蒙主義の客観的で，合理的で普遍化された考え方
に対する直接的な反応として登場した。それは，人
間発達の唯一の普遍的規範から除かれるような個々
の人間集団の個性や固有の性質を表現するように
なった。それはドイツ人民を結びつける単一の国家
枠組みを持たず，散り散りに分配された政治的不安
定性を反映しており，政治的・領域的な背景の外部
に自らを定義するようになった。

文明
civilisationはcivilisé16）からきた直接的な派生語
である。civiliséは，18世紀半ばのフランス宮廷
における上流階級の成員によって，自分自身の行

動を描き，社会的劣等者や単なる人民の「共通し
た」作法と比較して，自分たちの作法がいかに重
要なのかを触れ回るために，cultivéあるいはpoli，
policéと同様に用いられた。politesseやcivilitéの語
は，civilisation以前にも用いられ，本質的に同じ
機能を担っていた。これらの語全ては，最終的に
civilisationに置き換わった17）。

civilisationの初期の定義の一つはマルキ・ド・
ミラボーから始まる。彼は1768年に書いている。「文
明とは，適切な振る舞いの規則があらゆる些細なレ
ベルにおいて観察され，実行されるような，マナー
の柔軟化であり，コスモポリタン気質であり，丁重
さであり，拡張された知識である（筆者による翻訳）」
18）。ミラボーにとって，civilisationはフランス語の
policeがこれまで担っていた意味を引き継いでいる
19）。この意味は，1765年以降の著者たちに用いら
れるようになったものである。バンヴェニストは，
18世紀後半に「civilisationは野蛮性から人間性が生
じる最初の集合的な過程を意味し，この使用が文明
化した社会の状態としてのcivilisationの定義につ
ながるようになった」20）と書いている。この言葉は
普遍主義的であり，その共通性を強調することで，
人々の国民間の差異をみえにくくしていた。ある意
味では，この概念の導入と発展を担うのは，フラ
ンスの地理であったといえよう。civilisationの考
えは，国境と国民アイデンティティがそれ自体問わ
れなくなるまでの数世紀において確立してきた民衆
の自己確信を表現していた。フランス人は自らの文
化的アイデンティティを失うことなく，植民地化の
ために自らの国境線を越えて移動することができた
21）。換言すれば，フランス国民は高度に確立された
文化的統一体であると同時に，政治的統一体であり，
このことはcivilisationという語におけるこうして
現れた意味のなかに反映している。
動詞civiliserと形容詞civiliséとはともに，すっか
り時折しか用いられなくなり，名詞civilisationが使
用されるようになったのはなぜこんなに遅くなった
のか，という問いが生じる22）。あるレベルにおいて，
その回答は19世紀半ばにおける-isationという接尾
辞を持つ名詞の使用の欠乏に関係している。また，
ある状態を意味する接尾辞の使用は，civilisation
がまもなく成す意味のように，当時organisationと
いう語のみが存在するだけだった。こうした技術的
側面は別として，

この概念の非常なる目新しさ，そしてそれが含
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意する人間と社会の伝統的な考え方における諸変
化（が考察されるべきであろう）。元来の野蛮性から
社会における人間の現在の状態に至って，発見され
た普遍的で漸進的な発展，教育と改良のゆっくり
とした過程，要するに，静態的な語であるcivilité
がもう十分に表現できなくなり，その方向性とそ
の継続性をともに定義するためにcivilisationが用
いられるようになった不断の進歩のことである23）。

civilisationの語によって捉えられるようになっ
たこうした新しい考え方は，フランス啓蒙主義の基
礎となり，さらなる洗練に値するものとなった。一
般的に，啓蒙主義の中心的原則は，生や思想のあら
ゆる真なる問題に対して不変の解答を与えるような
能力を有する普遍主義と客観性，合理的方法，そし
て信念である。局地的および歴史的多様性は，定常
的な中心軸の探求ほどには重要ではなかった。諸定
義が人間以外の動物や植物のような種として人間を
分類するために創造された。論理的法則および一般
化は，ニュートン物理学の真理と方法を政治や倫理，
他の人間関係に適用できることを証明し，示すた
めに採用された24）。この見方によれば，人間性の線
的で，不変的な性質は，場所から場所へと移動する
ことによって，またさまざまな発展「段階」において
人々のさまざまな集団を研究することによって，時
系列的に人間の進化をたどることを可能にした。「野
蛮人」とみなされていた民衆は，より啓蒙される道
筋の諸事例を表象するようになった。地理的差異は
時間的分類を用いて説明されるようになった。啓蒙
思想は社会の歴史的な見方だけでなく，その進化の
楽観的で，非神学的解釈をも強調した。加えて，人
間性の単系進化的（stadial）な進歩は，不可避で潜
在的に視野に限界のないように，本来的に望まれた
ものだと信じられていた25）。

civilisationの意味は，18世紀後半のフランスで
生じた政治的変化にとって決定的であった。という
のも，それは支配的な改革論者の思想を反映してい
るからである。この語はciviliséの意味の個々の性
質を超越したもので，自然で秩序立った過程を部分
的に形成する社会的出来事を表象するようになっ
た。よって，「文明化された」政府は合理的で，知識
と社会的・経済的諸力の法則によって導かれるよう
になった。このことは，改良者が国土を統治する神
をみるような方法ではない。中間階級のあらゆる党
派によって保持された支配的な立場は，主権者が全
能ではなく，彼，あるいは彼女の望みに応じて全て

を統治する権利を有しない，ということであった。
かれらは，社会や経済が，非合理的な規則や神の望
みなどを許すことのないそれ自体の法則に従うとい
うことを信じていた。よって，合理的で啓蒙された
政府は，社会過程の「自然法則」に従い，あるいは別
の言い方でいえば，大義を用い，「文明化」される必
要があったのだ26）。
一つの過程としてのcivilisationの概念は，移り変
わり，文明化の過程における頂点に達したと自身が
信じていたフランス宮廷の成員たちのある状態や状
況を意味するようになった。この過程はかれらが達
成した最終的な「文明化された」状態へと導かれると
信じられていたがゆえに，この語の意味は完成され
た状態を指すようになった。社会における最高地点
に至ることで，宮廷の成員たちは，より単純で，文
明化されていない，野蛮な民衆たちの上位に立つ自
らの地位を誇張することができたし，かれら自身の
優位な意識を発展していったのである。同時に，か
れらは世界のその他の地域に住む「文明化されてな
い」人々に対して，必要な案内を提供できるような，
完成された文明の担い手として，自分自身をみなし
ていた。よって，civilisationの概念は非ヨーロッ
パ世界の大部分を統治する入植者を正当化する役割
も果たした。文明化の使命（mission civilisatrice），
および改宗としてのcivilisationの概念は，征服と
してのcivilisationの概念から論理的に導かれる。
フランスの貴族たちは，かれらの基準で「文明化さ
れていない」世界の諸地域を植民地化することで自
らの優位性を信じており，植民地化や領土拡張のた
めの正当化として，拡張というcivilisationの概念
を用いるばかりでなく，フランスにとっての人道的
使命として「文明化」する必要をみなしていたのであ
る27）。この点において，まさにcivilisationの定義
は西洋文明を最高水準に置くような，こうした見方
は自己中心的で自民族中心主義的である28）。

文化
Kulturの語は，civilisationがフランス語に導入

されたのとまさに同じ時期の18世紀の終わりにド
イツ語に導入されたが，まさにcivilisationの背後
にある考え方に対抗した反応としてであった。ド
イツ語はこの語をフランス語のcultureから採用し
た。cultureは，13世紀後半にフランスで登場し
たもので，主に耕作や栽培を意味したラテン語の
culturaに起因する。中世において，この語は耕作
された農地の一部や宗教的狂信（この意味は16世紀
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の終わりに終了するのだが）を意味していたcolture
やcultivage，cultivement，cultivoisonと並行して
用いられていた。16世紀のはじめ，cultureの意味
は耕作された大地（la terre cultivé）という意味の
状態を経由して，大地を耕すということ（le fait de 
cultiver la terre）のような一つの行動を意味するよ
うになっていく29）。
この意味の次の段階は，一つの隠喩としての使用
を通してやってくる。動物や植物の世話をする仕方
という意味は隠喩的に，人間の発展過程に拡張され
る。この語の比喩的な意味はその定義の一部となり，
1691年に「精神の形成（formation de l'esprit）」とい
う一般的意味が現れる17世紀後半には自律した意
味を獲得する。18世紀におけるcultureは，常に単
数として用いられる場合に，civilisationと類似し
ていた。civilisationのように，cultureは国民性や
社会的背景などに関わらず，人間に関する普遍主義
思想を反映しており，運動や進歩，教育といった当
時の支配的思想と関連していた30）。

cultureの意味における主要な移行は，ドイツ語
に導入される時に訪れた31）。はじめ，その主要な
使用法は，人間発展の世俗的過程の記述として，
啓蒙主義の歴史家によって用いられたcivilisation
と同じ意味合いにおいて，「文明化する」ことや
「耕作する」一般的過程の抽象的意味合いとしての
Zivilisationの類義語としてであった32）。

KulturとZivilisationの概念の差異化は，分割さ
れたドイツ社会の枠組み内で現われるようになっ
た。一方で，ドイツにおける統一性の欠如の原因の
一部は，統一的な言語の欠如である33）。いく人かの
学者が文法の諸法則を確立しようと試みたが，地位
的多様性の数の多さに，それは困難であった。それ
ぞれの局地的社会集団は異なった方言を用い，他の
方言に対して自分たちのものが優れていると思い込
んでいた。他方，あらゆるタイプの話し言葉として
のドイツ語は，貴族社会のための高い社会的地位を
表象していたフランス語と比較した時，粗雑で野蛮
なものだと考えられた。ドイツ諸国家のほとんどに
おいて，社会の最上層に属する個人や集団がフラン
ス語を話し，政策を決定していた。他のヨーロッパ
のエリートたちも同様であり，かれらは自身をフラ
ンスを規範とした「文明化」されたものとして自己成
型していた。ヴォルテールやモーペルテュイ，ラメ
トリのようなフランス人は，知識人の先導的立場と
して任命され，行政の諸部門を管理していた。対照
的に，中産階級の知識人たちやブルジョア役人たち
はドイツ語を話し，政治的活動からは排除されてい

た。上流階級が統一を成し遂げたフランスやイング
ランドにおけるような諸ドイツ統一に関心のないド
イツの貴族政治や宮廷内部では，特別にドイツ的な
ものの規範の創造や，未だ政治的には実現しないが
少なくとも知的にはドイツ統一を確立しようという
ことは，小規模で政治的に弱小な中産階級知識人に
とどまっていた。Kulturの概念が登場したのはそ
んな折である34）。
ドイツにおけるKulturとZivilisationの間の境界

線の起源は，Hof（宮廷），Höfl ichkeit（宮廷作法）, 
およびHofman（廷臣）に関する18世紀半ばに日付を
持つ文献のなかに確認できる35）。これらの文献は
（「宮廷生活」からの）「宮廷作法」の差異化による意
味の増大を示している。それは，より外的で表面的
な行動であり，真なる美徳であり能力であるように
みなされた。この分裂は，Kultur―真なる美徳
を表象する―とZivilisation―まやかしの，外
的な「宮廷作法」―との間に，カントによって洗
練され，より著しい区別へと後に結果するように
なった。この区別は，中流階級の成員が自らの美徳
と達成とを合法化したがるようなことにより顕著に
なった。Zivilisationと名づけられた外的で表面的
な特質との上流階級の関わりを強調することによっ
て，中流階級は主に科学的で，知的で，芸術的な，
そしてドイツの言語と伝統に根付いたかれら自身が
達成してきたものへの保証を与えることができた。
この2つの語の意味の分割は，認識された誤りや不
誠実，浅はかさの間の対立を表すようになり，上流
階級と中流階級の深さや誠実さ，真なる美徳に関し
て自ら特徴付けるような特質の外に向けられた上品
さとなった36）。
フランス人を真似ようと躍起になっている上流階

級にとって，ドイツ人となることはどういうことか
ということを定義するのは知識人のみだった。「全
ての努力は，殺人的な30年戦争の結果としてのドイ
ツ人生活と文明のほとんどの崩壊の長きにわたる影
響，そして国民的侮辱と引き続く社会的・文化的暗
黒からこの国を救うためになされた」37）。新しい言
葉Kulturが表現するような，ドイツ文化を表現す
るためにドイツ知識人が用いた主たる媒体は書き言
葉であった。一つのドイツ文学運動が，ドイツ国内
の上流階級およびその模倣としてのフランス人―
同様にフランスとそのヨーロッパにおける覇権状態
―に対抗するのみならず，フランス啓蒙主義思想
にも対抗する反応を引き起こすことによって花開き
始めた。簡単にいうと，これらの思想は，人間性は
いつでもどこでも根本的に同じであり，人間行動を
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説明し予測するための法則や一般化を可能とするよ
うな考え方に基づいている。この思想―諸法則は
現実であり，知られ得る―は，「反-啓蒙主義」38）

と名づけられえる運動であり，啓蒙主義思想の対抗
者たちの間の強力な反応の多くの原因となった。
反-啓蒙主義運動におけるいく人かの著名な著者た
ちのなかで，変化を起こすような決定的な独創的考
えを持ったものはほとんどいなかった。ジャンバッ
ティスタ・ヴィーコやヨハン・ゲオルク・ハーマン
に先立つ，Kulturの概念を持った主要な人物はヨハ
ン・ゴットフリート・ヘルダーであった。ヘルダー
は人間の本性と歴史における人間経験を説明する一
貫した体系を築き上げた人物で，ナショナリズムや
歴史主義，そして民族精神（Volksgeist）といった概
念の父として最も知られている。彼は，古典主義や
合理主義，そして科学的方法に遍在する信念に対す
るロマン主義的反抗の主導者だった。簡単にいえば，
合理的探求によって発見されるべき時代を超越した，
不変の，客観的で普遍的な法則としての現実の観念
を持った「フランス人哲学者とそのドイツにおける信
奉者」39）に対する最も恐るべき敵であると，彼はみ
なされていた。ヘルダーにとって，個々の社会や活動，
状況，歴史的時代，そして文明は固有の性質を持つ
ものだった。彼は合理主義を，その一般化や抽象的
性質，あらゆる問いに回答できるような体系的知識
を創造しようという試みによって批難した。あらゆ
る人間社会は，パリにおける一部の取り巻きによっ
て定義されたような進歩によって測られるようなも
のではなく，自らの内的基準によって判断されるべ
きだと彼は信じていた。それは，「ヨーロッパ的想像
力に深く影響を受けた」40）それぞれの文化の個性に
対する相対主義的な情熱であった。
ヘルダーの最も有名な作品は『人類歴史哲学考』

（1784-91）である。これは，アーヴィングやアデル
ング，ヘルダー，マイナース，イェーニッシュのよ
うな多くの著作家がKulturの語を頻繁に用いて普遍
的な歴史を刊行し，その用語が確立し始めた頃に書
かれたものである41）。ヴォルテールや百科事典派た
ちのような著作家が自己内省的で，哲学的に論評す
る一方で，ドイツの敵対者たちは実在する根拠に基
づいた長大な体系的歴史を書いた。かれらは各大陸
における時間を通した人間の発展を観察し，芸術や
信仰，そして宗教―簡単にいえばかれらの慣習や
文化―に強調を置いた。かれらは冗長な民族学的
関心に基づいて，慣習や制度に関連する人類の実際
の物語を観察したのだ42）。しかし，かれらがこの語
の変化する本質を加えようとしても，こうした著者

たちは単線的な発展という感覚を保持し続けた。
ヘルダーの歴史哲学はKulturの意味における決定

的な移行を記している。彼はこう書いている。「こ
の言葉ほど曖昧なものはないし，この言葉をあらゆ
る国民や時代に適用することほど人を惑わすことは
ない」43）。人間性全体における歴史的な自己発展と
いう単線的過程を誇示しようとする啓蒙主義の普遍
的歴史家の試みを，彼は攻撃した。彼はそうした過
程を文明や文化と呼ぶような歴史家に挑戦し，文明
と文化の最高地点，すなわち18世紀のヨーロッパ文
化が位置している地点にまで達する軌跡が描かれて
いるという考え方に対して反論した。彼曰く，「よ
りすぐれたヨーロッパ文化というまさにその考え方
が，大自然の主権に対するずうずうしい侮辱なので
ある」44）。よって，文化というものは，一国民の間
でさえさまざまな経済集団や社会集団間でそれぞれ
差異があるように，さまざまな国民，さまざまな時
代において特定で多様な諸文化が存在するというこ
とを暗示するような複数形で用いられるべきだと，
彼は提議している。ヴォルテールやディドロ，エル
ヴェティウス，ドルバック，コンドルセにとって，「い
ま一つの国民が，いま別のものが豊かな開花を表現
しているところの，ただ一つの普遍的文明しか存在
しない」が，ヘルダーにとっては，「同じ基準で測る
ことのできない諸文化の複数性が存在する」45）。個
別国家のライフサイクルが死んで終わるのとは違っ
て，文化は一つの国家から別の国家へと移行する力
を持つので，決して衰えることはない46）。ある人に
とっての文化は，その人が属し，言語や歴史的記憶，
習慣，伝統，感情によって鍛えられた紐帯を通して
結びついている共同体を意味している，と彼は信じ
ていた。これらのものは食料や水分のような人間の
基本的必要であると，彼は信じていた。特に脱人間
化された，機械的で，科学志向的なフランス人に対
抗した見方をする時に，それらは一人の人間を作り
出すものであった。よって，Kulturの語は，抽象的
合理性の思想や産業発展や資本主義のうわべの非情
さと同様に現れ始めた新しい文明のこうした機械的
性質を攻撃するために用いられた。この言葉は，人
間を物質的発展から区別するのにも使うことができ
たのである。この考え方は，支配的な文明概念に取っ
て代わるものとしてのロマン主義運動において広く
発展した。Kuturがまず，「民衆文化」のような新し
い概念を含む国民的で，伝統的な諸文化を強調する
ために使われたのはこういう時代であった47）。
ヘルダーはどのようにして，一般化することなく

歴史哲学を描いたのだろうか？彼は，真なる哲学的
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歴史は場所や時間，国民的性質の特殊性を受容する
ことに基づかなくてはならないと信じていた。ある
哲学的一般性を獲得するためには，多様な諸力が民
衆の歴史の細部を通して辿られねばならなかった
48）。一つの民衆は人間性全てに共通する様式におい
てそれ自身を表現する。例えば，あらゆる人々は
宗教や芸術，道徳のかたち，などを有する。ヘル
ダーは，Völkerの自然状態は野性的なものではな
く，人々が表現するような人間固有のものであると
信じていた。あらゆる人々はさまざまなかたちで人
間性を分かち合うが，それは一つの共通する大文字
の人間性（Humanity）の異形としてである。あらゆ
る人類は自然に「人間らしさ（humanness）」あるい
はHumanitätへと傾き，「国家においてではなく，
重要な順に音楽や文学，芸術，科学における力の組
織のなかでそれ自身を真髄から表現するのである」。
むしろ国家とは精神を消滅させるものである49）。
ヘルダーは彼の同時代人たちといくつかの側面に
おいて類似しているが，彼の国民感情やドイツ語
Kulturの感覚が決して政治的でない，ということ
においてかれらとは著しく異なっていた。彼にとっ
て，愛国心とナショナリズムは全く別個のもので
あった。ナショナリズムに対する彼の見方は反フラ
ンス的であったが政治的ではなかった。彼は，人間
の自由な個性を抑圧し，破壊する制度としてみてい
た国家をまったくもって拒絶した。彼は親族関係や
社会的連帯，Volkstum，国民らしさを信じ，中心
化や抑圧，あるいは侵略を信じなかった。なぜなら
ばそれらは国家ではなく国民を形成する人間性だか
らである。彼の社会に対する見方は，政府や権力，
支配といった概念に敵対するものであった。ヘル
ダーにとって，あらゆる人々の集団は気候や地理，
物理的・生物学的必要，その他の類似した要因によっ
て影響される。これらの集団は，言語という主たる
媒体を通じて，共通の伝統や記憶によって一つにな
る。一つの集団の確たる方法で考え行動すること，
その特定の目標や世界観を共有することは，当該集
団の成員となることである。彼にとって国民性とは
政治的なものではなく，純粋で厳格に一つの文化的
属性なのである50）。
このKulturの政治的見方は，ヘルダーの継承者

の多くに共有されたもので，当時のドイツにおける
政治的雰囲気を反映している。Kultur概念発展の
背後にいた知識人たちは，支配的な上流階級の成員
ではなかった。この知識人たちはばらばらの個人で
あり，大部分は行政官であり，役人であった。政治
的活動はこの階級の視野のなかにはなく，商業や交

易，意思伝達，産業といった経済的問題にも無関
心であった。経済的・政治的領域の外部にあって，
この中産階級の知識人たちは「純粋に精神的な（das 
rein Geistige）」領野，すなわち本や学問，宗教，芸
術，哲学のなかに自身の自己正当化を見出したので
ある。かれらは，ほとんど本を通して起こるような
個人の教養（Bildung）と関わっていた。かれらは，
フランス語や英語と関係するような政治的，経済的，
社会的領域と自分自身を区別するために，純粋な精
神的領域―かれらが価値を見出した唯一のもの
―に関連するものとして，BildungやKulturの語
を用いた。よって，かれらの華々しい文化的達成は，
かれらのナショナリズムを捉えたのだった。多くの
ドイツ諸国家における上流階級の親仏派を除き，い
かなる方法においても政治的に軽蔑されるものでは
なかった51）。
こうして発展したKulturの特別な見方は，特定

の社会構造の産物でもあった。中流階級と上流階級
の間の不浸透性は，ドイツにおける中流階級知識人
の発展における他とは違った性質に貢献した。才能
と知性によって区別された台頭する中流階級出身者
が，貴族社会のランクまで上りつめることはとても
難しかった52）。対照的にフランスでは，ヴォルテー
ルやディドロのように，多くの有名な中流階級の才
能ある者が，中流階級から現れ，パリの巨大な宮廷
社会によって容易に受け入れられ，同化された。こ
の種の同化は，両陣営が対立しているドイツでは不
可能であった。
貴族社会の規範と価値は，貴族の特別な血筋にあ

り，また家系の庇護の下に守られた「本源的な価値」
に基づいており，下位の階級から区別されたものと
してのその優位な地位を守るために用いられた。ブ
ルジョアジーにとっての価値とは，かれらが表面的
とみなしている貴族社会の諸価値と対照的なものを
実際に達成することに基づいている。決定的で，純
粋に中流階級の階層の枠組みのなかで保たれてい
る，Kultur運動を形成する諸階級の間のこの境界
の区別は，獲得できる価値の種類に影響する53）。

Kultur概念が辿った発展の特別な道筋は，その
地理的次元からも考察することができる。ドイツの
歴史は分裂と不安定によって特徴付けられる。ゲル
マン帝国（German Empire）の最も強力な拡張の時
代である中世の後，ドイツ帝国（German Reich）は，
どの領土があらゆる方向から侵略されることによっ
て収縮し始めた。このことは後に，多様な君主国家
へとドイツの断片を導くのだった。こうした国家の
内部では，貴族たちが極度に中産階級から孤立して
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いた54）。同時期に，多様なドイツ諸国家中に散らばっ
た性質に従って，ドイツの中流階級は，Kulturが
明白なものになっていく過程に直接的関係を持って
いた。ゲーテはこのドイツの状況について書いてい
る。

人民自身から私たちの元にやってくる文化はほ
とんどなく，才能ある私たちの男たちはこの国中
に散らばっている。一人はウィーンに，もう一人
はベルリンに，さらにはケーニヒスベルク，ボン
やデュッセルドルフに。それぞれが50ないし100マ
イルも離れ，個人的な接触や思想の交換はほとん
ど稀である。このことは，アレクサンダー・フォ
ン・フンボルトのような人物が通り過ぎ，私の孤
立した道を一年かけて旅をするよりも，私の研究
を一日に前に進める時に，このことが意味するも
のを感じるだろう。しかし，ここでパリのような
都市を想像してみよう。そこでは全領域における
傑出した頭脳が一つの場所に集まり，かれらの日々
の交流や競争，敵同士が教えあい，お互いが刺激
を与え合う。自然や芸術のあらゆる方面から最善
なものが，地球のあらゆる場所がいつでも眺める
ことができるのだ55）。

エリアスはこの引用文に言及して以下のようにコ
メントしている。「このような語りからは...ドイツ
の政治的断片が，ドイツの知識階級の，そしてその
社会的振る舞いや思考方法についての，まさに特別
な構造といかに関連しているかが明白である」56）。
ドイツ知識人の地理的な分散は，フランスの状況
とは際立った対照をなしている。フランスにおいて
は，知識階級の成員たちは一つの場所，すなわち
パリに集結しており，最も統一された中心的な「良
い社会」によって結びついている。ドイツにおいて
統一された中心的な「良い社会」など存在しないの
は，知識階級の成員たちが，多くのドイツ諸国家の
多くの比較的小さな首都に散らばっているからであ
る。フランスにおいては，会話が最も重要なコミュ
ニケーション手段として布告され，数世紀にわたっ
て一つの技法となるまでに発展してきた。このこと
は，同じ場所にいることが会話を主要なコミュニ
ケーションの媒体とすることを許容したという事実
によって可能となった。一方で，ドイツ人の地理的
分散は，話された言葉よりも書かれた言葉を統一す
るように強調する書籍の領域における思想の拡散を
扇動した57）。
ドイツ語におけるZivilisationとKulturの間の裂け
目は，ドイツ人の自己イメージの根底にある表現を
反映している。この裂け目は，ドイツにおける区別

された諸階級のみならず，他の国民と区別されたド
イツ国民の性格の差異と全体的行動をも反映してい
る。西ヨーロッパの水準においては，ドイツは非常
に遅く政治的統一を達成した。つまり，何世紀にも
わたってその国境線は不安定だったのだ。この背景
において，Kulturの概念は，常に新しい境界を求め，
自身のアイデンティティを探すような，自己意識的
な国民の反映とみなされた58）。ドイツ人民を場所と
結びつける制度化された枠組みを持たず，かれらは
他の文化に取り込まれることを自身の文化の特有性
を失う危険に常にさらされていた。このことの一つ
の理由は，フランスに対抗する反応が強かったせい
である。フランス文化が上流階級貴族を通じてドイ
ツにしみこむように，また西欧諸国の他の国と比較
したときにドイツ文化と社会が遅れているとみなさ
れていたように，ドイツ人は自らの文化が失われる
危険にあるものとして自らをみなしていた。Kultur
概念がある重要な役割を果たし始めたのはそういう
時期である。Kultur理論は「フランスやイングランド
と比較したドイツの政治的，社会的，経済的後進性
のイデオロギー的表現，あるいはそれに対する反応
として，重要さの程度を説明できる」59）。
後進性に対するイデオロギー的反応は異なってい

る。一方で，カントのようなドイツにおける18世
紀啓蒙主義を代表するような者にとって，Kultur
の語は，個々の国民がKulturの原則的な担い手で
あるが，啓蒙主義，ナショナリストや功利主義哲学
の成長，そして政治的・経済的制度の繁栄を表現す
るような国際的で普遍的なものであるという本来の
意味を獲得していた。よって，フランスにおける革
命やナポレオンのそれを支持するような18世紀に
おけるドイツの急進派は，ヨーロッパ中に文化を広
めようとした60）。この問題の違った側面においては，
Kulturが「元々局地的あるいは国民的で，重要で，
固有で，交換できず，再現できず，よって部外者に
は何の意味のないような性質や達成，行動パターン
の複合体」を意味するという考え方を支持する者も
いた。固有な文化形態に対するヘルダーの強調は，
西欧文明の経済的，政治的，科学的達成に反対する
ものであり，「先進」諸国民の面前におけるドイツ知
識人の後進性や劣勢の感情に対する反応だとみなさ
れている。

こうしたKultur理論はよって，決して唯一では
ないが，その伝統的文化に関する西欧の浸透に対
する後進的社会の登場に関する典型的なイデオロ
ギー的表現である。それらは，まさに破壊される
べき何かについての現実を断言するべく存在して
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いる61）。

熱情的だが政治的ではないヘルダーのナショナリ
ズム観でさえ，反フランス的なものであり，「より
前進的な」人民に直面した「後進的な」人民の彷徨え
る国民的プライド感情を反映している62）。
まとめると，Kulturとcivilisationはドイツとフ
ランスにおける「国民国家」発生期の重要な概念で
あった。これらの概念は，なぜ「国民」と関わるフラ
ンス語とドイツ語の概念がその国家を理解するため
のこのようなさまざまな方法において関連している
のかということを説明する助けとなる。フランスに
おいて，国民は国家の制度的・領域的枠組みとの関
連において理解された。普遍主義や統一性，世俗主
義といった革命と共和国の背後にある諸概念は，ア
ンシャン・レジームにすでに現れていた概念や，そ
の国民の理想に基づいている。この国民の理想とは
国家中心的であり，あるいは政治的形態において
統一性を有し，そして主に同化を通じて文化的統
一に向けて努力するものである（移民の同化だけで
はなく，地域的マイノリティも同様に）。ドイツに
おいては，国民の理解は民族中心的で，差異主義
的（differintialist）である。この国民感情は，国家
が現実のものになる前に，長い期間にわたって発
展してきたものである。国民の理想は全体的に政
治的ではなく，文化的であり，また領土の実際の
市民たちとは関係ないものである。実際，政治は，
その概念の考え方のいくらかとは関連のないもの
で，むしろひどく嫌われさえもする。重要なのは，
「有機的な」文化的，言語的，あるいは人種的共同体
（Volksgemeinschaft）であった。19世紀には，ドイ
ツの知識人たちはフランス革命や啓蒙主義の浅はか
な合理主義やコスモポリタン気質であると信じられ
るものからは距離を置こうと欲していた。かれらは
差異を強調し，賞賛することで，このことに躍起に
なっていた。19世紀のフランス知識人たちもまた，
フランス語とドイツ語の同じような比較を行ってい
たが，かれらはフランスの普遍主義を賞賛していた
63）。

移民と国民アイデンティティ

市民権と国民の特性に関するこうした理解によっ
て，筆者は今日のヨーロッパにおけるそれらの相対
的な意味に向かいたい。戦後の移民が多くのヨー
ロッパ諸国の重要な文化的構成を形作ったように，

移民の問題が顕著に目立ってきた。フランスとド
イツはともに，20世紀に移民の歴史を持っている。
フランスの移民史はその過去の植民地政策によって
特徴付けられ，アルジェリアなどの旧植民地からの
大量の移民を受け入れている。ドイツはトルコと同
様に東欧からの多くの移民を受け入れており，他国
からのゲルマン民族に市民権を与える政策を有して
いる。移民の存在は国民アイデンティティの既存の
繊細な構築を脅かし，そうした国民を含む境界が重
要でなくなることによって，移民はより大きな社会
的不安さえも脅かしている。ヨーロッパが統合と分
裂，統一と多様化に同時に直面しているがゆえに，
文化と国家の役割について再考しなければならな
い。
この文脈において移民は重要な問題であり，

1990年代の大きな変化の一つとして立ち現れ，「経
済学者や行政官，社会科学者の目にのみ重要なので
はなく，市井の人々の心においても同様に重要なの
である」64）。移民は人々の文化的構成を変化させ，
その全住民の変化する性質から生じる問題に対する
実現可能な解決法を国家に要求するがゆえに，国民
国家に対する挑戦を突きつけている。
西欧9ヶ国の間の移民検査が近年緩和されたこと
で65），国の政治家たちは「犯罪や非行，麻薬密売人」
66）を抑止する名目でのより強固な法律を約束させら
れている。冷戦が過ぎ去った今現れた恐怖とともに，
新しい恐怖が国民社会のレベルでヨーロッパに生じ
ている。より統一化されたヨーロッパ・ブロックが
経済的・政治的分野で生じている一方で，単一の市
場に同質化され，標準化されることの圧力は，一つ
の地域から別の地域へと人々の移動をより容易なも
のにもする。国民アイデンティティに対する恐れは
大衆文化と消費におけるコスモポリタン気質と標準
化から，また移民の流入からくるものである67）。
多様な国民国家が移民の増加にしたがってその国

民アイデンティティを失うことを恐れるがゆえに，
上で議論したような自身の市民権をどのように理解
するかだけでなく，部外者や内部の少数者をどうみ
ているのかということについて理解することが重要
となる。まとめれば，イデオロギー上の国民的差異
は，一つの共同体内部の少数民族の権利についての
2つのモデルに関連して理解できる。一つ目が「少
数民族」のアプローチであり，少数集団を代表し，
解放する一つのシステムを含むものである。二つ目
は「個人主義的」アプローチであり，少数集団の制度
的な認識は存在しないが，平等待遇や反差別法律に
基づいたシステムである。フランスでは，制度化さ
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れた文脈のなかで起源や集団成員に対する特定の言
及が不平等に関わるものだとしても，さらに少数集
団に烙印を押すことになりかねないという恐れがあ
る。よって，少数集団の権利が法によって守られる
ことはほとんどないのはいうまでもないことだが，
英国のような国々におけるように，少数集団に対す
る特別な条項は制度化されてない。いく人かのフラ
ンス人が「少数民族」アプローチに批判的なのは，か
れらが少数共同体を特定化することにおいて，それ
が隔離と分離，ゲットーの創造へと導かれると感じ
ているからである。このフランス人の見方や「個人
主義的」モデルはフランスの普遍主義的で個人主義
的な伝統の内部に位置づけられる。平等と個人主義
のイデオロギー（少数集団に特別の権利を与えると
いう考え方とは対照的なものとして）は「フランス人
意識のなかに深く根付いている」68）。「人種」や宗教，
起源に無関係な個人の平等権利を基礎とするフラン
ス型モデルとは正反対に思われる，制度的な差別と
して社会関係を人種化や民族化に対して，フランス
人は恐れをなす。
現実的にいえば，差異と不平等を認識することを
公の場で拒否することは ，人種差別や諸々の差別
を単に忘れ去ることではない。フランスの伝統につ
いての記述が個々の市民が出身や所属，信念などを
問わず平等な権利を有する，というものになる一方
で，それはその状況を不適切に記述していることに
もなる。なぜなら，それはフランス史における人種
差別的なカテゴリーの出現や，フランス国内の少数
民族集団の存在から生じる衝突を覆い隠しているか
らである69）。万人に対して普遍的な権利を説く一方
で，侵略するフランス文明の伝統におけるように，
フランス文化は同時に，フランス国内における他の
諸文化に対する優位として歓迎されている。少数民
族集団の文化的権利を認識することは，自らの文
明のフランス的理解の論理のなかにはない。1992
年の6月，地方言語や少数民族の言語に対するヨー
ロッパ憲章に対する対応において，単一の公用語の
憲法による保障を有し，国内で話される他の言語へ
の何の関連も有しないというECにおける唯一の国
としてのフランスの立場を守るために，フランスは
「共和国の言語はフランス語である（le français est 
la langue de la République）」と主張した。
フランス語のcivilisationの伝統において，フラ

ンスでは誰もがフランス語を話すというこの考え方
は，フランス人になるということはどういうことか
ということに対する同化主義的で普遍主義的な理解
を反映している。この点において，civilisationの

概念とフランス社会におけるその意味の歴史的重要
性を理解することは有用である。ドイツでは対照的
に，この憲章に対する反応はスラヴ語やデンマーク
語（フリジア語や低地ドイツ語ではなく）の公的な認
識であった70）。少数民族集団の権利を公的に認識す
る際に，Kulturのドイツ的伝統は，共同体間にお
ける差異は認識され，尊重されるものであり，同化
を目標とすべきではない，ということを強調してい
る。Kulturのこの理解における歴史的次元は現在
の政治に対して深い理解を加えるだろう。
特殊な事例を引き合いに出すことで，移民政策

と市民権に関する諸法律は18世紀から生じてきた
civilisationとKulturの概念の光の下でよりよく理
解することができる。長年にわたって，フランスは
移民の第二世代全員に対して自動的な帰化の政策を
とってきた71）。このことは，フランス語を話すよう
にフランス人の特質のいくらかを採用するのと同様
に，フランスの政治領土内に住み，フランスの法律
に従う者がフランス人になることができるというこ
とを単に意味している。このことは，国民アイデン
ティティの政治的考え方および個人の行動における
特質への強調を反映している。一方でドイツは，ド
イツ国家の外部に住む民族的ドイツ人，ドイツ人民
の性質の多くを，ドイツ語でさえも失ってしまった
100年も外国に住むその家族に対してさえ，即座に
市民権を与えている。それと同時に，ドイツ語やド
イツ人の癖などを持った外国移民の子孫には市民権
を与えることを拒否している72）。換言すれば，ドイ
ツ人にとっての市民権はより内的で有機的な何かで
ある。それは，数世紀にわたる伝統の一部としての
み保有可能であるようなドイツ人らしさの深い性質
を反映している。Kulturとcivilisationに通底する
観念が長きにわたって一般的な意味に固執し，今日
の国民イデオロギーを形成する重要な役割を果たし
てきたという事実のみが，西洋思想に影響する主要
な要因としてのその重要性を加えるだろう。
まとめれば，フランスとドイツの差異がこんなに

も興味深い一つの理由としては，両国が関わってき
た状況の類似性にあるのかもしれない。先進資本主
義国として，両国は第二次大戦後の国内労働不足下
における高度産業成長の30年間に単純労働者とし
ての多くの移民を採用してきた。大量労働移民は，
この観点において，計画された国家介入の産物で
あった。1973-4年の石油危機に続く不況は，外国
人労働者の採用の時代の終焉を意味し，両国は大規
模移民の社会的・政治的帰結に対していや増す問題
に直面した。1950年代から1960年代にかけて，移
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民は社会から隔離された労働者ホテルのような孤立
した場所で生活する主に単身男性であったが，それ
とは対照的に近年は移民がホスト国のなかで目立つ
ようになってきている。かれらは移民となり，家族
を呼び寄せたり，そこで家族を築いたり，公共空間
を占有し，共有している。かれらは共に住み，地域
のなかで集住し，近隣となる73）。こうした理由によ
り，かれらは大衆の面前においてより可視的にな
り，より多くの空間を占有し始めている。しかしこ
うした類似性にもかかわらず，ここまでみてきたよ
うに，移民政策における差異は大きく，こうした差
異はヨーロッパ統合の将来に対してある種の挑戦を
提示している。
両国の国民的関心の方向の異なる性質があるなか
で，ヨーロッパ諸国は共通する政策を作り出すため
の十分な共有の場を見出すことができるという望み
は非現実的な目標であろうか？ヨーロッパにおける
多くの国々が同意に達している一つのことは，移民
統制をより強固にすることである。フランスは市民
権を与えるのをより困難にしており，ドイツは難民
に対して「開かれた扉政策」を破棄している74）。この
文脈において，ヨーロッパの内部の壁が下げられ，
ヨーロッパを取り囲む壁はより高くなったといわれ
るようになった。一方で，「望まれない」外国人たち
はヨーロッパの外に留めておく措置がなさるように
なり，他方でECの境界内では，2つの法的カテゴリー
が作られようとしている。1つ目が移動の自由と福
祉の権利，雇用の権利などを有するEC諸国民であ
り，2つ目が自由と権利を有しない非EC諸国民であ
る75）。この運動がヨーロッパ全域の政策を要求して
から，諸権利のヨーロッパ化が国ごとの法令の多様
性から飛び立とうとしているようにみえる

結論

筆者は，フランスとドイツにおける市民権の歴史，
およびKulturとcivilisationという用語とそれらが
登場した歴史的背景を探求した。筆者はこれらの歴
史的概念の今日に至るまでの連続性を強調しようと
し，またこれらの概念が今日の市民権と移民に関す
る国ごとの政策を理解するのに直接有用であること
を描こうとした。フランスとドイツがその市民を定
義し，少数民族集団を理解しようとしてきた歴史的
文脈の考察は，過去を現在と結びつけ，今日の国家
政策を文化と結びつけることによって展開された。

文化と民族についてのフランスとドイツの理解の
間にある二分法は，単純な両極としてみられるべき
ではない。そのようにみることは，ヨーロッパ規模
の権利や平等，非差別，あるいは移民に関する共通
の政策に対する一見克服できない障害を置くことに
なるだろう。それはまた，「国民」文化の考え方，つ
まりそれ自体むしろ疑わしい概念の基礎にある複雑
で重なり合った考え方を角に単純化することになる
だろう。そうではなく，Kulturとcivilisationの概
念は，お互いが関連しあい，フランスとドイツにお
ける国民的重要性の問題を理解し始めるための道具
として理解されるべきである。この単純な2つのモ
デル理論を越えて，少数集団全体への対応としては
不適切なまさにその定義によって揺れる概念が国民
国家のより大きな文脈のなかに位置している。

civilisationとKulturは，過去からのキーワード
として，今日的帰結を有している。それらの意味作
用は，文化のさまざまな概念における学問的関心を
越えて拡がっている。EUの将来における2つの重
要な国家であるフランスとドイツにおける市民権の
今日的理解の間の緊張の大部分は，18世紀に始まっ
た国民精神の理解における分岐点にまで遡ることが
できる。
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訳者改題

本論文は16年前に発表されたものであり，本論文が依拠す
る文献の主たるものも翻訳されており，テーマ的にも目新し
さは感じないかもしれない。また，ヨーロッパにおける移民
問題に関する記述もEC時代の状況に留まっており，この点に
関しては古臭ささえ感じる。しかし，訳者が本論文を訳出し
ようと思った経緯をやや個人的な事情だが，説明させていた
だきたい。
訳者は1994年に，地理学における文化研究の動向を『地理

科学』に発表した。その投稿時に査読者から読むように薦めら
れたのが，西川長夫『国境の越え方』（筑摩書房，1992年）で
あった。当時は早く掲載してもらいたいがためにその重要な
指摘を無視し，掲載に至った。その後，『国境の越え方』を読
んでその自分の判断を後悔したことは18年経った今でも忘れ
ない。遅ればせながら，1997年に『地理学評論』に掲載した論
文で『国境の越え方』に言及したが，当書はまさに本論文と重
なる部分も多く，フランスとドイツの国民国家形成に文明と
文化という語がそのイデオロギーとして機能したということ
を主張し，日本における国民国家研究の先駆的な存在となっ
た。
そんななか，地理学においても1995年にドン・ミッチェル

が「There's no such thing as culture」という衝撃的な論文を
英国地理学会誌に掲載し，当時盛り上がりをみせていた「新
しい文化地理学」における文化概念を一掃し，文化を存在論
的に問い直した。しかし，ミッチェルの文章は難解であるだ
けでなく，どこか釈然としないものを感じながら手に取った
のが本論文であった。『cultural geographies』の前身としての
『Ecumene』は当時の私にとって非常に魅力的な雑誌であり，
人類学者によって寄せられた本論文が私のその釈然としない
気分をすっきりさせてくれたことで，本論文は私の記憶に深
く刻まれていた。
地理学においても「文化論的転回」が浸透してきて，ややも

すると文化を強調するのに躍起になって，この語が歴史的に
持つイデオロギー的・政治的側面を忘れそうになる。そんな
今日だからこそ，この論文を改めて読み直す気になり，また
多くの人に読んでもらいたいと思ったしだいである。先述し
たミッチェルの論文も本誌の第7号（2002年）に森　正人氏が
訳出しているので，改めて読み直したい。また，本論文後に
書かれ，翻訳も出版されたイーグルトンの『文化とは何か』（松
柏社，2006年）も読み進めたい。また，日本人によるものでは，
柳父　章の『文化（一語の辞典）』（三省堂，1995年）も押さえ

ておこう。
上述したように，本論文は『国境の越え方』（そして続編と
しての『地球時代の民族＝文化理論』（新曜社，1995年））と重
なる部分も多いが，当書で西川氏が文化概念を科学の立場か
ら脱政治化したと説明している人類学を土台に書かれたもの
であり，史実を辿りながらもヨーロッパにおける今日の移民
問題を視野に入れている。その意味において，『国境の越え
方』がある意味でつながりのよくない読みにくい書籍であるの
に対し，本論文はコンパクトによくまとまっているといえる。
そして，本論文を通じて，地理学にとって文化が重要なもの
であるというだけでなく，文化という概念がそもそも地理的
な意味合いを含んでいるものであると理解できるだろう。


